
＊　宇和島市公共施設の引き取りに関する要領参照

関係各課 開発許可申請者 都市整備課（開発許可主管課）

開発行為申請手続きの一般的な流れ（開発申請者用）

関係各課 開発許可申請者 都市整備課（開発許可主管課）

開発許可（変更）事前協議願提出

事前協議結果の通知書交付関係法令許可申請及び協議経過書等の作成

ステップ１（申請前作業）

ステップ２（申請作業）
申請書の作成・提出 必要書類の審査

受付（収受）

なし

書類作成指示

不足書類あり

決裁回覧・同意書の作成

ステップ３（工事着手～）

開発行為許可書の交付

開発行為工事着手届提出

変更があれば変更申請
ステップ１へ

完了公告建築基準法手続き

建築工事

土地利用調整会議開催（申請者も出席可）
※会議内容・・・関係各課との設計等に関する事前協議

手数料納付

公共施設着手届出書提出＊

公共施設完了届提出・寄附採納願提出＊

公共施設の検査＊

開発行為工事完了届提出

開発行為の完了検査

決裁回覧

開発行為検査済証の交付

公共施設の土地所有権
移転登記等の作業


